
板橋区多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業助成金交付要綱 

                    （令和７年３月 27日区長決定） 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、単胎妊婦に比べ身体的な負担が大きく、頻回の妊婦健康診

査が推奨される多胎妊婦の妊婦健康診査を医療機関又は助産所で受診する者

について、板橋区妊婦健康診査実施要綱((昭和５０年 4月 1日区長決定。以下

「実施要綱」という。)による受診回数を超えた分の妊婦健康診査費用を助成

することにより、母子の健康を守るとともに、妊娠及び出産に伴う経済的負担

の軽減を図ることを目的とする。 

 

(対象者) 

第２条 この要綱による妊婦健康診査費用の助成を受けることができる者は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）妊婦健康診査（実施要綱に規定する妊婦健康診査又は区長が認める妊婦健

康診査のうち、日本国内の医療機関又は助産所における一般健康診査の１４

回目を超えた１５回目から１９回目のものをいい、公費負担及び保険診療に

よるものを除く。）の受診時に区内に住民登録がある多胎児を妊娠した者。 

（２）前号の規定にかかわらず、区長が必要があると認める者。 

 

(助成金の額等) 

第３条 助成金の額は、前条に規定する対象者が妊婦健康診査に要した費用と

する。ただし、区が別途契約医療機関と契約する単価を上限とする。 

 

(申請) 

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、出産

の日から起算して１年以内に、多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業助成金交付

申請書兼請求書(別記第１号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次の各

号に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

（１）医療機関又は助産所が発行した妊婦健康診査の領収書 

（２）多胎に係る全ての児童の母子健康手帳等妊婦健康診査を受けていること

を証する書類 

 

（交付決定及び通知） 

第５条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助

成を適当と認めたときは、多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業助成金交付決定



通知書（別記第２号様式）により、不適当と認めたときは、多胎妊娠の妊婦健

康診査支援事業助成金不交付決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通

知するものとする。 

 

（交付） 

第６条 区長は、前条の規定する助成金の交付を決定したときは、申請者が指定

する申請人名義の金融機関の口座に、助成金を振り込むものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、申請者本人と異なる者に、助成金の受

取りを委任することができる。この場合において、申請者は、助成金の受取り

を委任する旨を、申請書兼請求書をもって区長に届け出るものとする。 

３ 区長は、前項の規定により、助成金の受取りの委任の届出があったときは、

第１項の規定にかかわらず、申請者が助成金の受取りを委任する者名義の金

融機関の口座に、助成金を振り込むことができる。 

 

（公簿等の確認） 

第７条 区長は、この要綱の施行のために必要があると認めるときは、申請者の

同意を得て、区が保有する公簿等を確認することができる。 

２ 区長は、申請書兼請求書に添付しなければならない書類について、前項の規

定によりその内容を確認することができるときは、当該書類の添付を省略す

ることができる。 

 

（決定の取消し） 

第８条 区長は、申請者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受

けたことが判明したときは、これを取り消すことができる。 

 

（助成金の返還） 

第９条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合におい

て、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付決定を取り消した者に

対し、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金交付規則（昭和４

２年板橋区規則第３号）に定めるもののほか、保健所長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和７年４月 1日から施行する。 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


